
１．コロナ禍で、スポーツから考えてみる

スポーツ観戦が趣味の1つです。

なかでもサッカーについては、経験者の井上英

夫理事長と対話できるほど、少しだけ詳しいと

自負しています。ただ、選手としての経験は全

くありません（笑）

チームスポーツには流行の戦術というものが

およそあります。サッカーも同様です。ただし、

流行のものをやっていれば勝つことができると

は限りません。強いチームは、流行の戦術など

を理解し体現しながらも、およそ臨機応変に相

手に応じて、あるいは時間帯によって、戦い方

を変えることができます。

そして、強いチームの共通項は選手それぞれ

に、自主的に判断できる能力が培われているこ

とだと思います。監督やコーチの指示があった

としても、現場での判断で戦術を切り替えるこ

とができるチームは本当に手強いです。

なぜでしょうか。コロナ禍で、あらためて考

えるようになりました。

２．現場での対応力

現場での判断が尊重されているチームは、自

分の（自分たちの）頭で考えて行動することが

容認されているチームだという点が挙げられま

す。こうしたチームに属する選手たちは、負け

ても他人のせいにはしません。負けた時に、な

ぜ負けたのかという分析を共同で行うはずです。
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監督やコーチの指示や戦術が間違っていた、な

どという声しか挙がらないチームは伸びません。

常に他人に判断を任せて自分では責任を取ら

ず、他人の問題点ばかりを追求することになっ

てしまいます。

これは、スポーツに限らず、人が集まるとこ

ろでは同じかもしれません。常に、誰かの責任

にするために、「誰か」探しをしている人がい

ます。もちろん、そのような方々の思いも受容

します。ストレス発散には役立つのかもしれま

せん。ただ、それでも、他人に責任を押し付け

るだけでは、おそらく問題は解決しないどころ

か、温存されていくように思います。

もちろん、問題を指摘することは重要です。

その上で、どのように解決への道を探るのかを

共同で考えていくことが大事だと痛感していま

す。

３．他人任せにすると「楽」

私たちは、自分から離れたところに問題を追

いやることにすれば、「楽」になりますよね。

新型コロナウイルスへの対策として、明らかに

政府の対策はミスリードな部分が大きいと思い

ます。ですから、政府の責任は免れませんが、

だからといって、新型コロナウイルス感染拡大

の問題を、政府という他人の責任にのみ問題を

押し付ければ、自ら関わる問題ではないとして

よいのかどうか、です。

先ほど申し上げた、監督やコーチの指示が間

違っていた、あの人たちのせいで負けた、とす

るチームと同じです。これでは、この先、何も

構造は変わらない気がします。

なぜ、新型コロナウイルスへの対策は誤った

のか、の分析を追求する必要があります。誤っ

たのは誰か、ばかりが追求されるために、誰も

責任を取らない構造や雰囲気の醸成ばかりに、

関係者が躍起になるのでしょうね。個人の責任

は追求してはいけません。

間違ってしまったことは仕方がないが、なぜ

間違ったのかをふりかえることが大事ですね。

このフィードバックがなければ、サッカーをは

じめどのようなスポーツでも勝つことは難しい

と思います。現場での判断力を培うことができ

ません。

４．減点方式の評価と前年踏襲

なぜ、ミスリードな対応が温存されていくの

でしょうか。これまで医療や介護、社会福祉に

おいて、非科学的な内容であるにもかかわらず、

実行されてきた様々な政策手法を思い出します。

「対策を誤った」「失策だった」となると、

担当者には減点方式での評価が下されます。こ

れは何も中央省庁に限った話ではなく、地方自

治体のいわゆる官僚機構では同様ではないでしょ

うか。

「失敗をすると減点となる」方式での評価が重

視されているからだと思います。ですから、失

敗をしないように、前年踏襲、あるいは前担当

者の業務範囲を正確に受け継ぐことに終始し、

決して範囲外となる事柄には着手しません。そ

のような「冒険」をして失敗すると減点され、

出世コースから離脱するからでしょう。

ところで前年踏襲とは、いつから存在する言

葉なのでしょうか。私もいま漢字変換が出てき

て驚きつつ、この言葉がふと頭に浮かんで使用

している自分にはもっと驚いています（笑）ス

ポーツだとあり得ませんよね。前年と同じ戦い

方とか、昨年も同じ攻撃手法で勝ったからそれ

でいきましょう、というのは全く相手を分析で

きていない非科学的な内容となります。実態を

直視していませんよね。

さて、官僚が失敗だったときにはどうするか。

どう見ても失敗だったにも関わらず、失敗とは

認めず、時には強弁します。でもそれは、彼ら

の自己保身のためには必要な言動であることが

わかります。失敗を認めた瞬間に、出世から外

れていくからです。

なお、この場合の出世とは、およそ職場内で

の単一の価値観による出世であって、誰よりも

市民から評価されている頼りになる自治体職員

といった評価軸は混在しません。

もちろん、官僚だけでなく、会社などでも同

じような構造を持っているために、この世間や

社会には「忖度」が浸透しているのかもしれま

せん。

５．「上からの方針」に従属し、他人任せに

するかどうか

また、自分たちの業務の土台となる行政の計

画策定においては、決して「冒険」はしません。

前年踏襲が基本です。

ただ、行政職員の中には、計画や政策的対応

に「小さな挑戦」を盛り込む担当者が少なから
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ずいます。そのような人はおよそ対話能力が高

く、市民の実態など科学的な根拠を味方につけ、

多くの人を巻き込んだり、引き寄せたりする力

があります。

共通項は、自分の頭で考えつつ、自分だけで

問題を解決しようとしていないところにあると

思います。平たく言うと、他人の頭を借りる、

ということかもしれません。あるいは、他人が

助けたくなるような雰囲気を持っている方も散

見します。話しやすい雰囲気を持っている方も

おられます。結果として、様々な人の知見を盛

り込んだ計画や政策実行へとつながります。

そして、そうした方々の最大の共通項は、上

からの方針に依存しないという特徴があります。

他人任せにしないという点です。

国から出される「全世代型社会保障改革」の

方針に沿って、あるいは「骨太の方針2020」か

ら外れないように、という対応ばかりに終始す

るのではなく、それぞれの方針を読み解いて、

自分なりに理解し、計画に落とし込んでいく作

業を怠りません。

自治体職員の多忙さはよく知られています。

絶対数が減らされているにもかかわらず、業務

は超過している部署がほとんどです。にもかか

わらず、「国の方針です」などと一言で済ませ

るような発言をせず、他人任せにせずに、自分

で考えて問題に向き合う人々には頭が下がりま

す。

６．計画の中身で判断する

先日、ある計画策定に関わる場で、次のよう

な内容の発言をしました。それは、コロナ禍で

あらためて実感できるように、想定外のことが

起きることを前提にして計画は一辺倒ではなく、

複数の計画達成のルートを想定する、そして計

画通り行かなくても、柔軟に対応できるように

することの重要性です。行政の計画は上からの

方針に依存しているため、問題が起きたとして

も、軌道修正は次の計画策定時まで待たなけれ

ばならない構造です。

最近では、中間見直しなどを積極的に実践し

計画の修正を行う自治体も出てきており、積極

的に評価したいと思います。この場合、計画担

当者の個人の責任とするのではなく、必ず構造

の問題として軌道修正を図ることが大事になり

ます。

そして、失敗は成果ととらえ、軌道修正のため

の大事な指標としてとらえるということも重要

です。

実は冒頭に話したサッカーをはじめ、スポー

ツでは当然のこととして実践されています。試

合前に決めていた作戦の欠陥に気づき試合中に

柔軟に対応する、相手に合わせて臨機応変に戦

術を変えることが求められます。私は戦術のス

ポーツとして知られているアメリカンフットボー

ルをやっていたこともあり、より実感していま

す。

そして、アメフットは常に失敗することを想

定しています。成功すると思ってプレーします

が、それ以上に失敗するということを前提にし

ています。そのために、わかりやすく言うと、

常に保険をかけています。アメフットは1プレー

ごとに、複数の保険をかけている状態です。プ

ランAがダメならプランB、それでもダメならプ

ランCと、1プレーでわずか5秒から10秒の間です

が、最低5通りぐらいは考えて臨んでいました。

このように現場が自主的な判断を行い、柔軟

に対応することが計画策定等においても大事に

なると考えています。自主的な判断が求められ

るからこそ、他人の責任にしない構造が作られ

ます。

他人の責任にすればよいチームには自主的な

判断がなく、監督やコーチの指示通りになりま

す。国と自治体の関係でいえば、「国が言った

からこうします」という自治体の対応が生み出

される背景なのかもしれません。

さらに、方針や計画が転換することを嫌う、

「いったん決めたものを変更するのはまかりな

らん」という考えをお持ちの方がおられますよ

ね。でも、方針や計画は変わるものです。「お

昼に和食を食べようと思ったけど、洋食が美味

しそうだから洋食にする」というのはよくある

ことです。ただ、「いったん決めたら、初志貫

徹しろ」という人もおられるのは事実ですね。

７．地方のコントロールを強化

スポーツを例にしながら、ここまで述べてき

たことには理由があります。

以前から、自治体が策定する計画づくりに携

わっています。研究者として必ずしも関わる必

要はないのかもしれませんが、医療や介護、社

会福祉などの実態ができるだけ計画に反映され
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ることになれば、という思いで取り組んでいま

す。

ただ、年々、国が管理する傾向が強くなって

いて、自治体の自主的な裁量にあたる部分が少

なくなっている印象を受けているからです。自

治体の担当者の方々ともそのあたりの懸念を共

有しています。

管理する手段も多岐にわたり、表現が適当と

は言えませんが巧妙です（笑）「うーん、なる

ほど」と唸ることもしばしばです。

従来から指摘されている「通知行政」で、自

治体へ通知を頻繁に出して管理するのみならず、

医療費のコントロールや、アウトカム指標とい

うデータをもとにした管理など、お金やデータ

をテコにした地方統制の強化が図られています。

さらには、このコロナ禍を、デジタル化を推

進する契機としてとらえており、「骨太の方針2

020」では、デジタル化・オンライン化による次

世代型の行政サービスを推進する「デジタル・

ガバメントの構築」が急務であるとしています。

「デジタル庁（仮称）」の創設など、デジタル

を媒体にして自治体を巻き込んだ社会保障の市

場を作り出すことが企図されています。

このように、社会保障に関して国から矢継ぎ

早に出される方向性を正確に読み解き、国から

出される数値目標を地域に落とし込んだ上で、

自治体として地域の実態を反映した計画を策定

するのは至難です。

国から示される方向性だけに従属しておけば、

自治体としては責任も問われず、国の責任に転

嫁することも可能です。こうして他人任せにす

る構造が温存されているわけですね。

８．「揺りかごから墓場まで」を一元管理

いわゆる「骨太の方針2020」（2020年7月17日

閣議決定）では、PHR（Personal Health Record）

の拡充を図るとしています。関係省庁で検討し、

2021年に法改正した上で2022年からを目途に、

マイナンバーカードを活用して「揺りかごから

墓場まで」の個人の健康等の情報を、マイナポー

タル等を用いて管理することを目指すとしてい

ます。

マイナポータルとは、政府が管理するオンラ

イン上のサービスのことです。

さらに「骨太の方針2020」で提起しているデ

ジタル・ガバメントの構築の基盤がマイナンバー

制度です。ですから、マイナンバーカードの普

及を図りたいわけです。そのためには、運転免

許証をはじめとする各種免許や、国家資格など

とも連動させることも検討しています。

私たちの財布事情や消費行動、医療や健康に

関する情報や免許証、資格保持状況など広範囲

にわたる情報を一元管理する手段が、マイナン

バー制度です。また、そうして得た情報を、市

場化や産業化の手段とするのが主目的です。

このようにマイナンバーカードの普及にまい

進する政府に対しては、様々な管理統制の強化

となるような手段を与えないことが重要かもし

れません。管理統制されるのは地方自治体だけ

でなく、地域住民である私たちも、ということ

になります。

９．「全世代型社会保障改革」を知る

さらに、国の方針として提起されている「全

世代型社会保障改革」とは、簡単に言うと雇用・

労働の改革に重心を置いた内容です。

今後の人口減少による労働力不足を補うため、

労働規制がかからないフリーランス化を推進し、

定年をどんどん引き上げて長く働いてもらい、

そのために公的年金の支給開始年齢を引き上げ

るとともに、病気や要介護にならないように予

防を奨励し（健康、予防に関わるビジネスを市

場化し）、健康は自己責任でという内容を含ん

だ改革です。

「全世代型社会保障改革」という名称ですが、

中身は雇用・労働の改革を中心に据えたもので、

雇用改革と社会保障改革が一体化したものです。

政権が変わっても、この改革の方向性が継続す

るものと考えるのが妥当です。ですから、政権

への批判的視点も大事ですが（これはいかなる

政権に対しても）、改革が継続する構造、そし

て改革の中身について批判的考察を加えていく。

つまり、改革を読み解き、自分たちで考え行動

することが重要だと思います。

ただ、それをやり続けることは疲れます。疲

れないためには1人ではなく複数の人々とともに、

共同で作業を進めることが大事です。

もちろん、作業をやりたくない人のために、

「楽」な方法が1つあります。それは、他人任せ

にすることです。つまり、国の方針に依存する、

他人任せにすることです。でも、そのような姿

勢では、冒頭に申し上げたように、常に他人に

- 4 -



判断を任せて自分では責任を取らず、他人の問

題点ばかりを追求することになってしまいます。

10．「日本高齢者人権宣言」と「高齢者人権

条約」の策定へ

コロナ禍という、先行きが不透明なように思

える動的な情勢の時ほど、私たちの土台をつく

る、固めていく必要があります。

そのためには、私たちが他人任せにして依存

するのではなく、自分で、そして自分たちで考

え行動すること、国から出される計画などを鵜

呑みしないことが大事になるように思います。

「全世代型社会保障改革」をはじめとする政

策的動向や改革を読み解き、共同で考え行動す

ることが重要です。

その1つの重要な作業として、日本高齢者人権

宣言の策定と行動があります。今回、新たにま

とめられた「第1次草案」をもとに、人権宣言の

策定へと歩みを共同で進めていくことが重要だ

と考えています。

同時に、国際的には「高齢者人権条約」策定

に向けた機運を高めて、国内外での高齢期の人

権保障、そして高齢期の生存権、健康権を保

障する社会保障改革へと転換する必要がありま

す。

今年8月に高齢期運動のブックレットNo.5とし

て作られた「人権の旗を掲げて 日本高齢者人

権宣言（第1次草案）の策定論議を深めるために」

を活用した議論が展開されることを期待してい

ます。

人権保障を高齢期運動の柱に

日本の高齢期運動は、1988年の第2回日本高齢

者大会で“日本高齢者憲章”を採択するなど、

発足当初から高齢者の人権保障を重視して来ま

した。また国内の運動と同時に、国連に「国際

高齢者年」設定を働きかける活動。2002年の第2

回高齢化に関する世界会議に日本から118名の代

表を送るなどの取り組みも行ってきました。こ

のような日本の取り組みは、国際的にも高く評

価されています。日本高齢者憲章制定から32年

経ちました。いま、新自由主義路線と軌を一に

して始まった第2臨調路線の下で、国民は、生活

や権利を、壊され奪われ続けています。あらた

めて、高齢者の現状を見つめ直し、高齢者の人

権を奪い返す運動の強化が必要だと感じていま

す。その旗印が"高齢者人権宣言“だと私は思い

ます。

高齢者人権問題を取り上げた日本高齢者大会

と私の認職

私が高齢期運動に参加したのは、2002年8月の

第16回大会からですから、日本高齢者憲章の議

論には参加出来ていません。

そこで、私が参加し始めた、第16回大会以降の

大会で「高齢者の人権」問題がどれだけ取り上

げられているのか調べて見ました。16回から33

回まで、中止になった31回沖縄大会を除いて17

回の大会が開かれていますが、その内、人権問

題を取り上げた講座、分科会は11回あります。

決して少なくはありません。

むしろ系統的に取り上げています。ところが、

私は16回大会以降、17回全ての大会に参加して

いますが、高齢者の人権に関する分科会に参加

したのは33回大会だけです。

私自身の事を振り返って見れば。要求運動重視

で、高齢者の人権問題は重視してきませんでし

た。私が、認識を変えるきっかけになったのは、

第33回福島大会の高齢者人権間題の分科会で、

日本高連を代表して問題提起をすることになっ

た事です。そして現在は、高齢期運動を高齢者

の人権保障の視点から、運動の方向を探求しよ

うと考えています。

さいごに

“目本高齢者人権宣言第一次草案"策定作業を通

じて、私が感じていること。

●高齢期運動を“人権保障"の視点から見つめ直

す事が必要です。

●人権保障を軸にした運動が、運動の質を高め、

幅を広げ、発展に繋がります。この取り組みは、

未だ道筋が見えているわけではありません。し
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日本高齢者人権宣言案(第一草案)の策定作業に参加して

運動の旗印としての日本高齢者人権宣言の学習会を全国各地で開こう

日本高齢期運動連絡会元代表委員 小嶋満彦



かし、この道を進むことが、日本の高齢期運動

の未来を切り開くと私は確信しています。

「高齢期運動のブックレット№5日本高齢者人権

宣言(第1次草案)」の、学習会を各地域で開きま

しよう。それが高齢期運動を前進させる事にな

ります。

「静岡県高齢期運動連絡会第16回総会」が７月

28日、静岡国労会館で開催されました。今年は

コロナの影響で各団体からの代表13名の参加で

行われました。

服部副会長（県民医連理事）から「コロナで

亡くなった人の78％は70歳以上の高齢者、高齢

期運動を支える方が不幸なことにならないよう

気をつけなくてはいけない。政府は19年の骨太

方針をそのまま続けようとしている。コロナに

ついて国民には自粛しろ、注意しろといいなが

ら、政策は何も変えずに進もうとしている。そ

ういう姿勢に怒りを感じ、運動を前進させなく

てはならない。特別給付金についてはまだ申請

手続きをしていない人が580万人くらいいる。我々

の介護事業所の利用者には一人暮らしの方が多

く、申請を手伝うから税金（10万円）を取り戻

そうとやっている。皆さんもそういうことがあっ

たら、手伝ってあげてほしい」と挨拶がありま

した。議長の岡村事務局次長（年金者組合県本

部事務局長）が日本高齢期運動連絡会からのメッ

セージを読み上げ、参加者の連帯の拍手で応え

ました。続いて小高事務局長（県民医連理事）

が、2019年度活動総括案と2020年度活動方針案、

石川財政担当（県年金者組合）が財政報告、八

木会計監査（県評）が会計監査を報告し、質疑・

討論では、参加者全員が発言がしました。

最後に土屋幹事（富士地域の高齢期を考える

懇談会代表世話人）から「ひとりぼっち、ふた

りぼっちをなくそう」と発足した団体が地域で

根をはることが大事。併せて県段階で、できる

だけ知恵を絞って質を上げ、この組織が高齢者

のために少しでも役に立っていくことが実感で

きるよう、みんなの力を結集して頑張っていこ

う」と閉会挨拶がありました。

今年の総会は感染予防のため人数制限をし、講

演なしでしたが、参加者全員から質問、発言、

報告がされ、例年にない議論の深まった、秋に

向けて元気の出た総会となりました。

静岡県高齢期運動連絡会 小高賢治

福島県高齢期運動連絡会は、昨秋の第33回日本

高齢者大会in福島以降も、後期高齢者の医療費

窓口負担の「2割化」反対の国会請願署名に力を

注ぎ、16,000 筆を超える署名を集めてきていま

すが、この「２割化」阻止に向けて、8月19日、

福島県後期高齢者医療広域連合との初めての話

し合いを持ちました。

この話し合いには、県高連の構成メンバーで

ある地域連絡会、医療生協、年金者組合、民医

連等から15人が参加。県広域連合から長谷部忍

次長（県からの出向職員）と神野藤浩和総務課

長（大玉村からの出向職員）が応対。 また、

初の話し合いのため日時、会場設営等に尽力い
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コロナ禍で先行き不安の中、議論の深まった、元気の出た総会

7.28「静岡県高齢期運動連絡会第16回総会」
静岡県高齢期運動連絡会

後期高齢者医療費窓口負担2割化阻止に向けて

県後期高齢者医療広域連合と初の話し合い
福島県高齢期運動連絡会



ただいた日本共産党福島県議団の神山悦子団長、

宮本シツイ幹事長も同席。

冒頭、県高連の加藤美沙子代表委員から、現行

の窓口負担1割を維持するよう国への働きかけを

求めた「要望書」を長谷部次長に手渡し、「2割

化は負担の2倍化。本来社会保障は格差と貧困を

広げず、底上げの機能を果たすべきでは」とあい

さつ。

広域連合側から、①被保険者は301,355人で県

民のほぼ6人に1人が後期高齢者医療の被保険者に

なってきている②住民税非課税で所得ゼロ、公

的年金収入80万円以下の「低所得」被保険者が

全体の約37%、112,872人(2020年3月末現在）③

1人あたりの医療費は827,142円で全国順位は39

位（平成30年度）④低所得層を対象とした年金

天引き以外の普通徴収率98.29%（令和元年度）

等々の資料説明を受け、質疑、意見を交換。参加

者からは年金削減、医療・介護等の保険料アップ

や消費税増税による生活困窮の実態、コロナ禍で

の受診抑制や重症化の懸念など高齢者の生活実情

に目を向けた福島県広域連合であってほしいとの

要望が出されました。また、保険料の滞納状況や

滞納に伴うペナルティとして短期証明書の発行や

財産の差し押さえの問いかけに対して、「市町村

の国保課に滞納対策をまかせている」として具体

的な滞納件数や差し押さえの内容等は説明されま

せんでした。ただ、福島県として「全国同様に全

額自己負担となる資格証明書の発行はしていない」

「納税相談をすすめながら、半年間の短期証明書

の発行もしないようにしているはずだ」等の説明

がありました。窓口負担の「2割化」について、

県広域連合の立場は「制度発足から12年が立ち、

保険制度を維持していくうえで、どう財源を確保

するか。国などからの公費5割、現役世代からの

支援金4割、高齢者の保険料1割のしくみを考える

と」と、国にあらためて公的支出を求めていく姿

勢はきわめて希薄です。

（福島県高齢期運動連絡会 橋本憲幸）

8月12日東京高連は東京都にコロナウイルス関

連の緊急要請を行いました。

8月10日に東京高連の三役事務局介護が行われ

ました。会議で東京都にコロナウイルスの検査拡

大などに関する緊急要請を行うことが決まりまし

た。12日は杉山文一東京高連会長をはじめ三役７

名が参加して、6点に絞った緊急要請を東京都に

提出しました。

要請した内容は次の通りです。

1.感染震源地を明確にし、その地域の住民、事業

所の在勤者、学校の在学者等の全員に対してPCR

等の検査を実施する体制を作ってください。

2.地域ごとの感染情報を住民に開示してください。

（3）院内感染・施設内感染を防ぐために、全都

の医療・介護・障害者施設・保育・教育、学童保

育など対人ケアを含む仕事に従事する労働者には

無条件で定期的にＰＣＲ等の検査を実施する体制

をとってください。

（4）新型コロナウイルス感染者のためのベッド

確保、医療体制の確保に東京都として全力をあげ

てください。新型コロナウイルスに感染した無症

状者軽症者全員が施設で療養できるようホテルの

確保や新規施設の建設などを推進してください。

（5）やむをえず自宅療養中、入院療養等調整中

になっている感染者には、食事や日用品の配送な

どを行い、外出しないでも生活できるよう支援す

るとともに感染拡大を防止する対策を講じてくだ

さい。

（6）保健所のない市町村に緊急に保健所や支所

を設置してください。保健所の医師・保健師・職

員を増員し、保健所の体制の充実をはかってくだ

さい。

対応した福祉保健局感染症対策部調整担当部長

の中川一典さんは「国難と言える状況。立場の違

いを超えて一致団結して対処していくべき。６点

は私たちも考えていかねばならないこと。上にき

ちんと伝えたい」と答え要請書を受け取りました。

参加した東京高連各役員からは、ベッド数の確
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コロナウイルス検査拡大・医療体制の充実を！

8.12 東京都に緊急要請
東京高齢期運動連絡会



保に関する問題、インフルエンザと流行が重なる

問題、医療機関への支援の問題、高齢者の不安の

問題などが出されました。

感染震源地を明らかにして検査を徹底すること

などを求める署名が提起されています。

各自治体ごとにその地域の実態に応じた自治体

への要請の取り組みが始まっています。

感染を防ぎいのちを守るため声を上げて行きま

しょう。

全世代型社会保障検討会議第二次中間報告を踏襲

した方針

安倍内閣は7月17日「経済財政運営と改革の基本

方針」(骨太方針)を閣議決定しました。

これに先立つ6月25日には全世代型社会保障検討

会議第二次中間報告が決定されています。これは、

本年夏に最終報告をとりまとめる予定を12月末に延

期されたものです。いずれの報告も、コロナウィル

ス感染拡大の中での対応を踏まえてまとめられたも

のですが、コロナウィルス感染から何も学ばず無反

省な、極めて不十分な内容になっています。

コロナ感染から学ばず、日本の医療・介護体制の

脆弱性に無反省

新型コロナウィルス感染で明らかになったのは日

本の医療・介護体制の脆弱性です。骨太方針では検

査体制の強化、「保健所体制強化」を目標に掲げて

いますが、保健所は半分近くに減っています。その

ことがコロナ危機の中で保健所機能のパンク状態を

引き起こしました。この間骨太方針を策定し、社会

保障改悪をすすめ利用者の負担増や病院再編による

病床削減などに対する反省もありません。

その上報告では、「骨太方針2018、骨太方針2019等

の内容に沿って、社会保障制度の基盤強化を着実に

進める」とし、従来の経済・財政優先の姿勢で財界

の要求をそのまま実現するものとなっています。

75歳以上の高齢者の医療費窓口負担2割化には直

接ふれず結論先送り

また、昨年12月の全世代型社会保障制度中間報告

で示された、75歳以上の高齢者の医療費窓口負担2

割化についても、直接の言及を避け、対象となる一

定所得以上の範囲については「中間報告で示された

方向性や進め方に沿ってさらに検討を進め、本年の

最終報告において取りまとめる」と結論を先送りし

ています。

介護の専門性は無視し、介護サービスの効率化

で介護を財界の新たなもうけ先に

介護分野の「テクノロジーの活用」を強く打ち出

しています。全世代型社会保障検討会議では、トヨ

タ自動車のカイゼン活動なども紹介されています。

見過ごすことができないのは、経済同友会の桜田謙

悟代表幹事が、一人の介護職員で現在の2倍となる4

人の利用者をケアするために、デジタルテクノロジー

の活用と、規制緩和を大胆に進めることで、介護現

場を改革することが必要という主旨の発言をしてい

ます。AIやテクノロジーの活用で徹底して介護サー

ビスの効率化を図り、今まで以上に少ない人手で運

営できることを介護現場に求めています。この一番

の目的は、ロボテック産業、情報産業などの新規事

業の開発で財界の新たなもうけ先を開拓することに

あります。

「日本高齢者人権宣言」（第1次草案）を高く掲げ、

「全世代型社会保障制度」阻止する闘いを

日本高齢期運動連絡会はこの間、コロナ禍の中で

高齢者の人権といのちを守る取り組みを国に求める

とともに、高齢者を差別し,負担増を求める75際以

上の医療費窓口負担2割化の闘いをすすめてきまし

た。感染の第二波が拡大進行している今、軍事費よ

り社会保障を、世代間対立をあおる「全世代型社会

保障制度」推進阻止、公助・支援から国の責任によ

る健康権、社会保障制度への転換が重要です。

アフターコロナの時代に求められる社会を指し示

す「日本高齢者人権宣言」（第1次草案）を高く掲

げ広げ、高齢者だけでなくすべての世代が、希望を

もって生きられる社会実現のため、安倍政権の退陣

を求め、衆議院選挙での野党共闘の勝利のために運

動をすすめることが重要です。

以上

2020年8月3日

日本高齢期運動連絡会 事務局長 武市和彦
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日本高連事務局長声明 （2020.8.3）

コロナウィルス感染からなにも学ばず無反省、財界の要求実現をすすめる

「全世代型社会保障検討会議第二次中間報告」・「骨太方針」2020


